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青森大学名誉教授規程 

 

（趣旨）  

第１条 学校教育法第１０６条の規定に基づく、本大学名誉教授の称号を授与するための

基準及び手続きについては、この規程の定めるところによる。  

 

（授与の基準）  

第２条 青森大学名誉教授（以下「名誉教授」という。）の称号は、次の各号の一に該当す

る者に退職後これを授与するものとする。  

（１）本大学の学長の経歴を有する者で功績のある者  

（２）本大学の専任の教授で、准教授又は講師の経歴を含め２５年以上の経歴がある者の

うち、教育上又は学術上特に功績のあった者  

（３）本大学の専任の教授の経歴が１０年以上ある者で、教育上又は学術上特に功績のあ

った者  

（４）本学において、教育上又は学術上特に功績が顕著であり、称号を授与することが適

当であると認められる者  

 

（手続）  

第３条 名誉教授の称号の授与は、学長の推薦により、理事長が決定するものとする。  

 

（称号記）  

第４条 名誉教授の称号記は別記様式のとおりとする。  

 

（礼遇）  

第５条 名誉教授の称号を授与された者には、本学の重要行事への招待、諸施設の利用に

関する便宜の供与、刊行物の贈呈等の礼遇をするものとする。  

 

附 則  

１ この規程は、平成４年４月１日から施行する。  

２ 昭和５０年４月１日施行の規程は、この規程の施行日をもって廃止する。  

 

附 則  

この規程の改正は、平成９年４月１日から施行する。  

 

附 則  

この規程の改正は、平成１９年４月１日から施行する。  

 

附   則  

この規程の改正は、平成２２年４月１日から施行する。  
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別紙様式  

 

 

第  号  

 

称 号 記  

 

殿  

 

 

 

本大学名誉教授規程により  

青森大学名誉教授の称号を贈る  

 

 

年  月  日  

 

青森大学長  

 

 

 


